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Ａ．研究目的 

 子ども虐待は親の生育歴、子どもの受容、

支援者の有無など、親の生活や歴史などを踏

まえ情報を共有して支援する必要があり、保

健・医療・福祉の連携強化が求められている。

医療機関は予防と早期発見に関与することが

できる機関であり、医療機関を中心に検討を

行い、 医療・保健・福祉の連携推進に資す

ることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

大阪府立母子保健総合医療センターに大阪

府が設置した思いがけない妊娠の相談窓口「に

んしんＳＯＳ」の相談事例で保健・医療・福祉

の支援につながった事例から、連携協働のあり

方を検討する。 

児童虐待防止医療ネットワーク事業を行っ

ている四国こどもとおとなの医療センターの

視察から調査内容を検討し、 大阪府医療機関

情報システム 

（ https://www.mfis.pref.osaka.jp/qq27scri

pts/qq/fm27qrinsm_out.asp）から、大阪府内

における二次救急医療機関、三次救急医療機関

を抽出し、平成 27 年 4 月 1 日時点での子ども
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虐待に関する体制等について、郵送による質問

紙調査を行った。 

 （倫理面への配慮） 

 個人情報は含まれず、倫理面への配慮は必要

ない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．「にんしん SOS」の相談事例 

2 年間（平成 23 年 10 月～25 年 10 月）に相

談のあった実人数は 1,865 人であった。そのう

ち、相談により飛び込み分娩や新生児死亡に至

りかねない状況を防止できたのは、224 人

（12.0％）と考えられた。内訳は「出産」71

人（31.7％）、「中絶」88 人（39.3％）、出産や

中絶を決断したがその後の確認ができていな

い、あるいは思いがけない妊娠で家族に相談で

きていなかった事例が家族に相談できたなど

の「その他」65 人（29.0％）である。この 224

人は、これまでの妊娠届出から始まる母子保健

サービスは利用しにくい、または利用できなか

った妊婦がほとんどであった 

 関係機関と連携して対応した事例では、妊婦

健診の未受診であった妊婦の支援を地域保健

機関、児童福祉機関と連携して行い、医療機関

での分娩につなげることができたが、家庭訪問

から上の子どもがネグレクトされていること

がわかった事例があった。上の子どもの乳幼児

健診未受診も判明し、既存の母子保健サービス

にのりにくい家族に対して、周産期情報を把握

できる機関がそれを見逃さず福祉機関に伝え

ること、すなわち医療機関発信、保健機関発信

での保健・医療・福祉の連携協働支援を行うこ

とが重要であると考えられた。 

 

２．大阪府内二次医療機関及び三療機関に対

する調査 

 1 年目の児童虐待防止医療ネットワーク事

業の視察から重要と考えられた、医療機関内部

の体制整備及び外部への連携窓口の明確化等

の質問紙で、大阪府内の二次医療機関及び三次

医療機関に調査を行った。二次または三次医療

機関 267 カ所のうち 156 カ所（58.4％）の回

答があった。 

診療標榜科は、小児科 61 カ所（39.1％）、産

婦人科 45 カ所（28.8％）、精神科 28 カ所

（22.4％）であった。 

 

（１）外部機関との明確な連携窓口 

 外部機関との窓口を明確にしているのは 84

カ所（54.5％）であった。医療機能別にみると、

三次医療機関ではすべての医療機関が窓口を

明確にしていた（図１）。小児科標榜は 47 カ

所（77.0％）、産婦人科標榜は 36 カ所（80.0％）

と明確にしている医療機関が多かった。小児科

や産婦人科は、保健・福祉機関だけではなく医

療機関から患者が紹介されてくることから外

部機関との連携窓口を明確にしていると考え

られた。 
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図１ 医療機能と外部機関との明確な連携窓

口の有無 

 

（２）児童虐待に関する委員会について 

①設置状況 

 児童虐待に関する委員会を設置しているの

は 27 カ所（17.5％）、設置予定 1 カ所（0.6％）

で、8 割以上で設置がされていなかった。 
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 大阪府には 8 カ所の 2 次医療圏があるが、

医療圏によって設置率が 33.3％から 11.8％と

ばらつきがあった。医療機能の違いによるもの

か認識の違いによるものか、精査が必要と考え

られた。 

医療機能別にみると、三次医療機関はすべて

に設置されており、小児科標榜 24 カ所

（40.0％）、産婦人科標榜 20 カ所（45.5％）、

精神科標榜では 9 カ所（32.1％）であった（図

２）。子ども虐待は小児科や救急診療科が把握

することが多いと考えられるが、小児科標榜病

院で 6 割に委員会が設置されていないことは

課題と考えられた。 

設置年の記入があったのは 25 カ所で、推移

を図３に示す。2003 年から報告があり 2010

年に4カ所、2012年6カ所と設置が進んだが、

ここをピークとして設置がすすんでいないこ

とがわかった。2010 年は改正臓器移植法が施

行され子どもも臓器移植の対象となったが、児

童虐待を受けていないことを明らかにする必

要があり、委員会の設置がすすんだことが推測

される。2012 年は、厚生労働省が児童虐待等

による検証結果報告から、保健・福祉・医療機

関による妊娠期から養育に支援が必要な家庭

の把握と支援に関する通知を発出１）している

ことによる可能性がある。しかし、その後の設

置状況は遅々とした歩みであり、設置をすすめ

る取り組み等が必要と考えられた。 

委員長の職は、病院長 4 カ所（設置 27 カ所

のうち 14.8％）、副病院長 9 カ所(33.3％)、診

療科部長 8 カ所（29.6％）、その他 6 カ所

（22.2％）であった。診療科部長の診療科は小

児外科や小児救急科を含む小児科がほとんど

で、その他の職は、小児医療センター、整肢学

園長、医療安全対策室長、総務課長、名誉院長

であった。 
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図２ 医療機能と児童虐待に関する委員会設

置の有無 
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図３ 児童虐待に関する委員会設置年 

 

②委員会の検討内容・活動内容 

 委員会のある 27 カ所のうち 25 カ所から回

答があり、「虐待が疑われるケース」が 24 カ

所（96.0％）、つぎに「他機関で虐待が判明し

た入院・外来ケース」が 15 カ所（60.0％）、「要

養育支援情報提供が必要なケース」13 カ所

（52.0％）、特定妊婦（疑い含む）12 カ所

（48.0％）、「児童相談所から一時保護ケース委

託」12 カ所（48.0％）であった（図４）。児童

相談所から一時保護を委託される医療機関は、

子どもの入院に際して親の付き添いが不要な

ところと限られてくるので、母数を一時保護委

託が可能な医療機関とすると、これを検討して

いる医療機関の割合はさらに高くなるものと
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考えられる。 

要養育支援情報提供書は、大阪府の場合は親

と子の状況から保健機関に情報提供が必要と

考えられる場合の様式に加えて、妊婦だけの様

式も作成している。「要養育支援情報提供が必

要なケース」の検討は、情報提供の承諾が親か

ら得られない、または親から承諾を得るような

状況ではなく、医療機関として検討が必要と判

断された場合と考えられる。通告するほど虐待

が明らかではない虐待疑い、または虐待のハイ

リスクケースでも約半数の医療機関で検討さ

れていた。 

 委員会に、下部組織として小委員会やワーキ

ンググループ、または虐待スクリーニングチー

ムなどを設置していることが考えられ、下部組

織を含めた委員会の活動内容を尋ねた。26 カ

所から回答があり「病院の方針（通告等）を決

める」25 カ所（96.2％）がもっとも多く、「関

係機関との連絡調整」24 カ所（92.3％）、「虐

待かどうかの判断」22 カ所（84.6％）、「病院

スタッフへの対応助言」21 カ所（80.8％）、「虐

待対応のための実働サポート」 20 カ所

（76.9％）、「個別カンファレンス」20 カ所

（76.9％）、「院内スタッフへの虐待予防の研

修」17 カ所（65.4％）、「定例カンファレンス」

12 カ所（46.2％）、「院内スタッフへの虐待把

握判断の研修」11 カ所（42.3％）などであっ

た（図５）。8 割以上の医療機関で行われてい

るのは、病院の方針決定、関係機関との連絡調

整、虐待かどうかの判断で、研修を行っている

のは約半数であった。関係機関に対する研修を

実施している医療機関はなかった。 

 

（３）児童虐待に関するマニュアルについて 

 平成 17 年に改正施行された児童虐待防止法

では児童虐待は子どもの人権の侵害と明記さ

れ、医療機関が日本医療機能評価機構の審査を

受ける場合、児童虐待や高齢者虐待、障害者虐

待等への対応方針も評価の対象となっている。

医療機関が児童虐待の予防・早期発見・早期対

応をすすめるには、マニュアルの整備が必要で

ある。 

 児童虐待マニュアルは 44 カ所（28.4％）が

策定しており、108 カ所（63.7％）になく、作

成予定は 3 カ所（1.3％）であった。 

医療機能別にみると、三次医療機関はすべて

にマニュアルがあり、小児科標榜 34 カ所

（55.7％）、産婦人科標榜 26 カ所（57.8％）、

精神科標榜では 10 カ所（37.0％）であった。

小児科、産婦人科を標榜しているところで約 6

割にマニュアルがあった（図６）。 
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図６ 医療機能と児童虐待に関するマニュア

ルの有無 

 

子どもの虐待に関する委員会の設置とマニ

ュアルの整備を検討すると、委員会が設置され

ている医療機関では 30 カ所（88.2％）にマニ

ュアルがあったが、設置されていない医療機関

では 22 カ所（14.5％）にすぎなかった（図７）。 
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図７ 児童虐待に関する委員会設置と児童虐

待に関するマニュアルの有無 

 

（４）児童虐待に関する研修について 

児童虐待に関する研修実施は 20 カ所

（13.1％）と少なく、回数はほとんどが年 1

回であった。 

医療機能別にみると、これまで三次医療機関

ではすべてに委員が設置されマニュアルがあ

ったが、研修では 2 カ所（20.8％）のみの実施

であった。小児科標榜 16 カ所（27.1％）、産婦

人科標榜 14 カ所（31.8％）、精神科標榜では 5

カ所（20.8％）であった。児童虐待に関する委

員会、児童虐待に関するマニュアルの策定状況

に比べ、研修を行っているところは少なかった

（図８）。 
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図８ 医療機能と児童虐待に関する研修の有

無 

 

（５）児童虐待の通告について 

平成 26 年度に児童虐待の通告を児童相談所

または市町村児童福祉部署に行ったことがあ

る医療機関は、39 カ所（25.2％）であった。

通告件数は 35 カ所から回答があり、1 例が 11

カ所（31.4％）、2 例が 7 カ所（20.0％）、3 例

が 4 カ所（11.4％）で、5 例以上の通告を 11

カ所（31.4％）が行っていた。 

児童虐待に関する委員会がある医療機関で

は通告ありが 19 カ所（73.1％）であったが、

委員会がない医療機関では通告ありが 19 カ所

（12.1％）と少なかった（図９）。 
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図９ 児童虐待に関する委員会の設置と通告

の有無 

 

また、児童虐待マニュアルがある医療機関で

は通告ありが 25 カ所（58.1％）であったが、

マニュアルがない医療機関では 12 カ所

（11.1％）と少なかった（図 10）。 

児童虐待に気づくには、医療機関における研

修が必要である。委員会の設置やマニュアルの

有無にかかわらず、研修の有無と通告について

検討した。研修が実施されている 20 カ所では

通告が 15 カ所（75.0％）あり、研修がない 132
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カ所では通告が 23 カ所（17.4％）と少なかっ

た（図 11）。 

通告を促すためには児童虐待に関する委員

会の設置、児童虐待に関するマニュアルの策定、

児童虐待に関する研修が必要であり、そのなか

でも委員会設置と研修が有効と考えられた。 
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図 10 児童虐待に関するマニュアルの有無と

通告の有無 
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図 11 児童虐待に関する研修の有無と通告の

有無 

 

 

 

（６）保健福祉医療の連携で課題や問題と考え

ること 

 保健福祉医療の連携で課題や問題と考える

ことについて、自由記載で意見を求めた。 

委員会がある医療機関では、医療機関の負担、

連携先の窓口・連携先の課題、情報のフィード

バックと共有、連携推進について記載されてい

た。 

委員会がない医療機関では、自機関の取り組

みの情報提供で小児科がない、精神科病院であ

ることなどや、虐待の判断、連携先の窓口・連

携先の課題、情報のフィードバックと共有、啓

発・研修に関して記載されていた。 

連携先の窓口・連携先の課題、情報のフィー

ドバックと共有は委員会の設置にかかわらず

課題とされており、保健・福祉機関が改善に取

り組む必要がある。委員会が設置されている医

療機関では、医療機関の負担、設置されていな

い医療機関では虐待の判断、啓発・研修に関し

て記載されており、子ども虐待への取り組みを

充実強化するためには、医療報酬等での何らか

のインセンティブや、虐待の判断や機関の役

割・連携等に関する研修が必要と考えられた。 

 

Ｄ．考察 

思いがけない妊娠の相談事業から、妊婦健診

が未受診であるなどの周産期情報の重要性を

認識し医療機関発信、または保健機関発信で保

健・医療・福祉の連携を推進し協働で支援する

ことが重要と考えられた 

大阪府の二次・三次救急病院では、外部機関

との明確な連携窓口は 54.5％に設置されてお

り、小児科、産婦人科がある医療機関に多かっ

た。児童虐待に関する委員会は 17.5％に設置

されており、小児科、産婦人科、精神科がある

医療機関では 2～3 倍多く設置されていた。委

員会の検討は、実際に虐待が疑われるケースが
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あったときが 9 割以上であった。しかし、特定

妊婦や要養育支援情報提供が必要なケースも

半数で検討されており、医療機関の役割として

虐待がまだ発生していない虐待予防の重要性

を広く強調する必要があると考えられた。 

 児童虐待に関するマニュアルは 28.4％にあ

り、小児科、産婦人科があるところでは約 2

倍多く策定されていた。児童虐待に関する研修

は、13.1％のみに行なわれていた。 

 児童虐待の通告を平成 26 年度に行った医療

機関は 25.2％であった。通告には虐待に関す

る委員会の設置、児童虐待に関するマニュアル

の整備、研修が必要であり、特に委員会設置は

通告を促すことに関与していると考えられた。 

保健福祉医療の連携で課題や問題と考える

ことは、連携先の窓口・連携先の課題、情報の

フィードバックが挙げられていたが、特に虐待

に関する委員会が設置されている医療機関で

は、医療機関の負担、設置されていない医療機

関では虐待の判断、啓発・研修に関することが

挙げられていた。 

 

Ｅ．結論 

保健・医療・福祉が連携した取り組みをすす

めるには、医療機関の体制整備が重要であり、

取り組みは小児科、産婦人科のある医療機関で

すすんでいたが、研修を行っているところは少

なく、通告を促すためにもさらに児童虐待に関

する委員会の設置やマニュアル策定を促進さ

せ、虐待の判断や機関の役割等に関する啓発・

研修が必要と考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 
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⑮中野玲羅、佐藤拓代、磯博泰：妊婦健康診査

における公費負担と母子保健衛生に関する

地域相関研究 厚生の指標。62（６）；10-15 

2015 

 

2．学会発表 

①佐藤拓代・光田信明：思いがけない妊娠の相

談窓口「にんしん SOS」の 1 年半から見え

てきたもの、第 54 回日本母性衛生学会、母
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②佐藤拓代：虐待死を防ぐために「あってはな
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を地域で実現する」。日本公衆衛生雑誌第 61

巻 10 号 P158。2014 年。 

⑥佐藤拓代：思いがけない妊娠の相談窓口「に

んしん SOS」における 10 代の相談。第 33

回日本思春期学会。抄録集 P104。2014 年。 
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ビスの隙間に落ちる命を救いたい～工夫を
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⑧佐藤拓代：子ども虐待防止と周産期の支援。

第 26 回富山県母性衛生学会総会・学術集会

特別講演。2014 年。 

⑨佐藤拓代：母子保健における子ども虐待の予

防。第 55 回日本児童青年精神医学会総会シ
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⑪佐藤拓代：母子保健から見た子ども虐待防止

と小児科医の役割。第 26 回小児科医会総会
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⑫佐藤拓代：母子保健から見る貧困と子ども虐
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る妊婦と特定妊婦への支援。第 74 回日本公

衆衛生学会総会シンポジウム。日本公衆衛生

雑誌。62（10）；92 2015 
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日本公衆衛生学会総会。日本公衆衛生雑誌。

62（10）；P327 2015 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 

文献 

1) 平成 24 年 11 月 30 日雇児総発 1130 第 2

号・雇児母発 1130 第 2 号「児童虐待の防止

等のための医療機関との連携強化に関する

留意事項について」 
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＜図２＞児童虐待に関する委員会の検討内容（複数回答） 

 

＜図３＞児童虐待に関する委員会の下部組織を含めた活動内容（複数回答） 
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